
 

 

災害発生時の避難所生活における防犯対策の強化について（情報提供） 

 

 横浜市では、令和７年３月に改定した「横浜市地震防災戦略」に基づき、災害時に避難された

皆様が、より安心して過ごせる避難所環境の整備を進めています。 

 この取組の一環として、全ての地域防災拠点に、犯罪の抑止及び避難者の不安軽減を目的と

した「簡易防犯カメラ（２台）」及び「防犯ブザー（10 個）」を配備しました。 

今回配備した簡易防犯カメラ及び防犯ブザーについては、横浜市（市民局）の管理のもと、次

のとおり運用しますので、ご承知おきください。 

 

１ 簡易防犯カメラについて 

（1）使用想定等 

〇配備するカメラは、取り外し可能な簡易型のカメラ（トレイルカメラ）です。 

〇平時は使用せず、災害時に限定して使用します。 

   〇災害時に使用する場合も、常時監視はせず、人の動きを検知した時のみ自動で録画します。 
 
（2）設置場所 

○ 簡易防犯カメラの設置場所は、防犯上必要な共用部分に限定し、下記には設置しないで

ください。 
 

【設置してはいけない場所】 

●就寝スペース 

●トイレ、更衣室、授乳室等の内部 

●私的空間と認められる場所  

●カメラが転倒・落下のおそれがある不安定な場所 など 
 

 ○ 具体的な設置場所については、下記を参考としつつ、地域防災拠点ごとの状況を踏まえ、

地域防災拠点運営委員会においてご検討をお願いいたします。 
 

【設置が想定される場所の例】 

●避難所の主な出入口（受付を設置する場所周辺） 

●トイレ、更衣室、授乳室等の出入口前の導線 

●貴重品保管場所の周辺 

●死角となりやすい廊下など、防犯上必要な場所 
 
（3）映像の管理について 

簡易防犯カメラの映像は、横浜市（市民局）の責任で管理しますので、地域防災拠点運営

委員や避難者の方が映像を確認・管理することはありません。 
 

（4）映像の開示（警察提供）について 

   簡易防犯カメラの映像は、原則、事件・事故等の発生により、警察から要請があった場合

に限り、横浜市（市民局）がその内容を確認した上で警察に提供することを想定しています。 
     避難所に従事する市職員（動員職員）が現地で独自に開示判断を行うことはありません。 

 
（5）運用要綱について 
   簡易防犯カメラの運用に関する要綱（策定中）については、別途、区役所を通じて内容

をお知らせいたします。 
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２ 防犯ブザーについて 

  防犯ブザーは、夜間にトイレや更衣室を利用する場合など、地域防災拠点内で不安を感じる 

場合に使用することを想定しています。 

主に、こどもや高齢者、女性などへの貸出を想定していますが、使用方法や保管場所などに

ついては、各地域防災拠点の実情に応じて柔軟に運用してください。 

 

３ 添付資料 

「簡易防犯カメラ及び防犯ブザー（画像見本）について」 

 
 
 
 
 
 
 

  

【担当】 

市民局地域防犯支援課 川口、山香、早野 

電話：671-3705 FAX：664-0734 

メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 



 
 

防犯ブザー

 簡易防犯カメラ及び防犯ブザー（画像見本） 

【簡易防犯カメラ】  

■特 徴 

 センサー式で、人の動きを検知して録画します（トレイルカメラ） 

 赤外線センサーにより夜間も撮影できます 

 乾電池・ソーラーパネル・コンセントの３方式による給電に対応しています 

別添資料 

【防犯ブザー】  


